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第４３号議案  

藤枝市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例 

藤枝市公共下水道事業受益者負担に関する条例（昭和59年藤枝市条例第25号）の

一部を次のように改正する。 

第４条の表に次のように加える。 

第１０負担区 ３５０円

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


